
農山漁村地域整備計画 事後評価調書 

 

計 

画 

概 

要 

計 画 の 名 称 南三陸町海岸保全施設整備計画（第二期） 

計 画 策 定 主 体 南三陸町 

対 象 市 町 村 南三陸町 

計 画 期 間 平成３０年度～令和２年度（３年間） 

計 画 の 目 標 ・海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による被害を

防止し町民の生命・財産を守る。 

・安全に水産物を供給するための基盤整備を推進する。 

・漁業集落排水施設に係る長寿命化計画の策定を推進す

る。 

評 価 の 指 標 ・南三陸町内８地区において、海岸保全施設を整備し、背

後用地２８８haを津波・高潮等の被害から防護する。 

・石浜・ばなな・稲淵地区において、防波堤や船揚場等を

改良整備することにより越波の軽減と港内静穏度合の向

上を図り、安全係船岸を向上させる。 

・漁業集落排水施設に係る老朽化対策として長寿命化計画

の策定率（１００％） 

※（長寿命化計画策定率）＝（長寿命化計画策定施設数）

／（長寿命化計画策定予定施設数） 

対 象 事 業 海岸保全施設整備事業（高潮対策）    ５地区 

海岸保全施設整備事業（津波・高潮）   ３地区 

水産物供給基盤整備事業（地域水産物）  ２地区 

漁港漁村環境整備事業（漁村再生交付金） １地区 

漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境）  １地区 

                 合計１２地区 

全 体 事 業 費 ５，１１３，８４６円 
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１ 交付対象事業の進捗状況 

【海岸保全施設整備事業】 

 平成３０年度から令和２年度までの３年間で計８地区の海岸保全施設を整備す

ることを目的とした本計画に基づき事業を開始したが、地元調整や同時進行する

災害復旧事業や復興事業との事業間調整に多くの時間を要したことから、事業計

画期間内の完成には至らず、全ての地区の工事が竣工したのは令和３年９月末と

なった。 
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【水産物供給基盤整備事業・漁村再生交付金】 

平成３０年度から令和２年度までの３年間で計３地区の防波堤・物揚場等を改

良整備することを目的とした本計画に基づき事業を開始したが、同時進行する災

害復旧事業や復興事業との事業間調整に併せ、コロナウイルスの影響による資材

の納入時期の遅延や作業員の人員確保に時間を要したことから、事業計画期間内

の完成には至らず、全ての地区の工事が竣工したのは令和４年２月末となった。 

 

【漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境）】 

 令和２年度に南三陸町志津川字袖浜地内にある、袖浜漁業集落排水事業処理場

(１地区)の現地調査取りまとめ、リスク評価を行い、ストックマネジメント計画

を令和３年３月に策定した。 

 

２ 事業効果の発現状況 

【海岸保全施設整備事業】 

防潮堤等の海岸保全施設を整備することにより、背後用地２８８ｈａを津波・

高潮等の被害から防護した。 

 

【水産物供給基盤整備事業・漁村再生交付金】 

 町内の３地区において、防波堤・物揚場等を改良整備したことにより越波の軽

減と港内静穏度の向上を図り、安全係船岸率を向上させた。 

 

【漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境）】 

 袖浜漁業集落排水施設に係る長寿命化計画を策定した。 

 

 

 

３ 成果目標の目標値の実現状況 

定量的指数 指標項目 単位 目標値 実績値 
達成率

（％） 
備考 

背後用地２８８ｈａを津

波・高潮等の被害から防護

する 

浸水防護面

積 
ｈａ 288 288 100 目標達成 

防波堤・物揚場等を整備し

安全係船岸を向上する 
施設延長 ｍ 

防波堤

106 

消波BL 

20 

物揚場 

86 

防波堤

106 

消波BL 

20 

物揚場 

86 

0 

100 

 

100 

 

100 

0 

目標達成 

 

目標達成 

 

目標達成 

漁業集落排水施設に係る長寿

命化計画の策定を推進する 

長寿命化計

画策定率 
％ 100 100 100 目標達成 
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４ 今後の方針 

【海岸保全施設整備事業】 

本計画で整備した施設の適正な管理・保全に努めることにより、事業効果の継

続的な発現を図る。 

 

【水産物供給基盤整備事業・漁村再生交付金】 

 整備した施設の適正な管理・保全に努めることにより、水産物の安定した供給

に寄与し、安全な漁業活動の継続的な発現を図る。 

 

【漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境）】 

 袖浜漁業集落排水施設のストックマネジメント計画として長期計画(50年)短期

計画(5年)の計画を策定した。概ね 10年ごとに点検・調査結果を反映した計画の

見直しが必要であり、長寿命化を図るために重要となる日常点検を含めて定期点

検を実施していく方針である。 

 

 


